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　現在お使いのマル福受給者証の有効期限は、令和８年６月30日までとなっており、令和８年７月１日から受給
者証が新しくなります。令和７年中の所得により、該当、非該当の判定を行い、該当する方へ６月下旬に新しい受
給者証を送付します。

☆下記に該当する方は、手続きが必要となりますので、６月中に手続きされますようお願いします。
　なお、該当する方には６月１6日までに通知します。
　・令和８年１月１日以降に転入された方　　　　　　・令和７年中の所得の申告をされていない方
　・障害者手帳、障害年金証書等の確認が必要な方　　・その他確認事項がある方
　※マル福には所得制限があります（判定対象者：ご本人、父または母、生計が同一と認められる祖父母等の
　扶養義務者）。詳しくは保険課（１階４番窓口）へお問い合わせください。

【問合せ先】　保険課　医療年金グループ　☎ 029－240－7113（直通）

マル福受給者証の更新の時期になりました
ひとり親家庭ひとり親家庭 、　　　　　　　のマル福をお使いの皆さまへ

　離婚、死別などの事由により配偶者のいない方、または配偶者が重度心身障害者で
ある方で、下記に該当するお子様を監護し、一定の条件（※）を満たしている方とそ
のお子様
　　・18歳未満
　　・20歳未満で、一定の障害の状態にある、または高校等に在学中である
（※）世帯、保険資格、配偶者の障害状況等により認定を行います。

ひとり親家庭

次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳（１級、２級または内部障害における３級の認定を受けている場合
　に限る。）をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳（１級）をお持ちの方
・療育手帳（研またはＡ）をお持ちの方
・障害年金（１級）の受給権をお持ちの方
・特別児童扶養手当（１級）の対象となった方
・精神障害者保健福祉手帳（２級）と身体障害者手帳（３級また
　は４級）を両方お持ちの方
・知能指数が35以下の方
・精神障害者保健福祉手帳（２級）をお持ちで知能指数が50以下の方
・身体障害者手帳（３級または４級）をお持ちで知能指数が50以下の方

重度心身障害

兼
牽
験

☆現在受給者証をお持ちでない方が新規でマル福を受給するには、ご本人（または代理人）からの申請が必
要です。下記に該当する方で、申請されていない方は、保険課へお問い合わせください。

≪申請に必要なもの≫
　・申請する方が加入されている健康保険の資格情報が確認できるもの（マイナ保険証、資格確認書等）
　・来庁する方のご本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証等）

○該当する方のみ
・戸籍謄本（ひとり親家庭の方で、離婚された場合、または配偶者と死別された場合）
・重度心身障害者であることが確認できるもの（障害者手帳等）（上記の重度心身障害者のいずれか
に該当される方）

重度障害
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令和８年度の国民年金の保険料（定額）は、月額17,920円です。
国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金、いざというときの障害基礎

年金・遺族基礎年金などを受け取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐため、
国民年金制度では個人の所得に応じて保険料の支払いを免除または猶予することができます。
※保険料の納付期限から２年を経過していない期間（申請時点から２年１か月前までの期間）

　　について免除等を申請することができます（学生納付特例も同様）。

令和８年度

【問合せ先】 水戸南年金事務所　 　☎ 029－227－3278
 茨城町保険課　医療年金グループ 　☎ 029－240－7113（直通）

【免除（全額免除、一部免除）申請・納付猶予申請】
　▶免　除　申　請　本人、配偶者、世帯主の前年所得が所得制限額未満の場合に保険料の納付が全額免除また

は一部免除の申請ができます。
　▶納付猶予申請　50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が所得制限額未満の場合に納付猶予の

申請ができます。
 申請に必要なもの  ・免除される方の年金手帳または基礎年金番号通知書

 ・来庁される方の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
　　※「一部免除」については一部保険料の納付が必要です。
　　※免除・納付猶予を受けている期間は10年まで遡って追納することが可能です。

≪退職（失業）による特例について≫
　退職された方の所得をゼロと判定することで、免除・納付猶予制度を 受  け  や  す  く する特例です。退職

・ ・ ・ ・ ・

　日の翌日（喪失日）が属する年の翌々年の６月分までの免除申請に適用されます。
 申請に必要なもの  ・雇用保険被保険者離職票また雇用保険受給資格者証 など

 ・来庁される方の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）

【学生納付特例申請】　令和８年４月１日から受付しています。
　　　学生の方で本人の所得が所得制限額未満の場合には、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利
　　用できます。

 申請に必要なもの  ・学生証（有効期限の記載があるもの）の両面（表・裏）コピーまたは在学証明書（原本）
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

 ・来庁される方の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
　　※学生の方は学生納付特例以外の免除や納付猶予を申請できません。
　　※学生納付特例を受けている期間は１０年まで遡って追納することが可能です。

【産前産後免除該当届】　出産予定日の６か月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。
　　　出産予定月の前月から４か月の保険料が免除されます。上記の免除申請と違い、産前産後の期間は納付
　　された扱いとなります。

 申請に必要なもの  ・母子手帳（出産後の申請の場合は不要）
 ・来庁される方の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）

国民年金保険料免除・納付猶予制度のご案内

令和８年度（令和８年７月分から令和９年６月分まで）の
　　　　　　　　　　　　　　　　　免除・納付猶予制度申請受付開始日：７月１日（水）
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マイナポータルから保険料免除申請等、
　　　　　　　国民年金手続きの電子申請ができます。
※初めてマイナポータルを利用される方は、マイナポータルのログイン
　画面の「登録・ログイン」から「利用登録」を行ってください。 マイナポータルはこちら


